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令和８年度「学校閉庁日」について（通知） 

 

 

 

日頃より本市の教育振興に対しまして、御理解、御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて本市では、教職員の多忙化が社会問題化する中、８月１５日前後の期間は例年来校者

も極めて少ないことなどをふまえ、平成３０年度より、この期間を「学校に日直等の勤務者

を置かず対外的な業務を行わない日（以下、学校閉庁日）」として設定しております。また、

各校の学校創立記念日と１１月２０日（県民の日）につきましても、学校閉庁日として同様

の扱いとさせていただいております。 

皆様には、本取組について御理解いただきますとともに、令和８年度におきましても次の 

とおり実施いたしますので、御協力くださいますようお願いいたします。 

 

 

１ 令和８年度学校閉庁日  

 

○ ８月１２日（水）から８月１４日（金）の３日間 

○ 県民の日１１月２０日（金） 

○ 学校創立記念日 （本校は１２月２０日（日）） 
※学校創立記念日が土日に重なった場合、振替は行いません。 

 

 

 ２ その他 

 

○ 「学校閉庁日」は、学校に職員が原則不在となりますので、問い合わせ等はこの期間

以外にお願いします。 

○ 緊急時の連絡は、教育委員会学校教育課を通して学校長に行います。 

  事故や災害等で緊急に連絡を要する場合の連絡先 

  甲斐市教育委員会 学校教育課 電話 ０５５－２７８－１６９６ 

○ 部活動等の児童生徒の活動についても特別な場合を除き実施しませんので、各御家庭 

において有意義に過ごされますようお願いします。 

 

                                


